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平成２４年６月１３日付け厚生労働省発食安０６１３第２号をもって諮問され

た、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項の規定に基づくシ

ラフルオフェンに係る食品規格（食品中の農薬の残留基準）の設定について、当

部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。 

 

 

 



シラフルオフェン 

 

今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依

頼及び畜産物への基準値設定依頼が農林水産省からなされたことに伴い、食品安全委員会に

おいて食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を

行い、以下の報告を取りまとめるものである。 

 

１．概要 

（１）品目名：シラフルオフェン[ Silafluofen(ISO) ] 

 

（２）用途：殺虫剤 

ピレスロイド系の殺虫剤である。作用機構は昆虫の神経膜のナトリウムイオン透過性

を変化させ、最終的に神経線維の伝導を抑制することにより作用すると考えられている。 

 

（３）化学名 

(4-ethoxyphenyl)[3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl]dimethylsilane(IUPAC) 

(4-ethoxyphenyl)[3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl]dimethylsilane(CAS) 

 

（４）構造式及び物性 

      

 

       分子式    C25H29FO2Si 

       分子量    408.6 

       水溶解度   0.001 mg/L（20℃） 

       分配係数   log10Pow ＝ 8.2（22℃） 

 

（メーカー提出資料より） 

（別添）



２．適用の範囲及び使用方法 

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。 

作物名となっているものについては、今回農薬取締法（昭和 23年法律第 82号）に基づ

く適用拡大申請がなされたものを示している。 

 

（１）0.5％シラフルオフェン粉剤 

作物名 適用場所 適用病害虫名 使用量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 

を含む 

農薬の総 

使用回数 

稲 

－ 

ｳﾝｶ類 

ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 

ｶﾒﾑｼ類 

ｲﾅｺﾞ類 

ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ 

3～4kg 

/10a 

収穫7日 

前まで 

２回以内 

散布 

２回以内 
ｲﾈﾄﾞﾛｵｲﾑｼ 

ｲﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ成虫 

ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ 

3kg/10a 

ｲﾈﾂﾄﾑｼ 

ｲﾈｱｻﾞﾐｳﾏ 

4kg/10a かんしょ ﾅｶｼﾞﾛｼﾀﾊﾞ ３回以内 ３回以内 

だいず 
ｶﾒﾑｼ類 

２回以内 ２回以内 

えだまめ ３回以内 ３回以内 

 

（２）19％シラフルオフェン乳剤 

作物名 適用場所 適用病害虫名 
希釈 
倍数 

使用 
液量 

使用時期 
本剤の 
使用回 
数 

使用 
方法 

ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 
を含む 
農薬の総 
使用回数 

稲 

－ 

ｳﾝｶ類 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 
ｶﾒﾑｼ類 
ｲﾅｺﾞ類 
ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ 
ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ 

2000倍 
60～150 
L/10a 

収穫14日 
前まで 2回 

以内 

散布 

2回以内 

ｳﾝｶ類 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 
ｶﾒﾑｼ類 
ｲﾅｺﾞ類 

500倍 
25 

L/10a 

ｳﾝｶ類 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 
ｶﾒﾑｼ類 
ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ 

16倍 
0.8 
L/10a 

無人 
ﾍﾘｺﾌﾟﾀ
ｰによ
る散布 

だいず 
ｶﾒﾑｼ類 
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

じゅんさい じゅんさい田 
ｼﾞｭﾝｻｲﾊﾑｼ 
ﾏﾀﾞﾗﾐｽﾞﾒｲｶﾞ 

2000倍 
60～150 
L/10a 

収穫前日 
まで 

散布 

 



（３）20％シラフルオフェン水和剤 

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝを 

含む農薬の 

総使用回数 

かんきつ 
ｶﾒﾑｼ類 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

2000倍 

200～700 

L/10a 

収穫14日前 

まで 

2回以内 散布 2回以内 

りんご 

ｼﾝｸｲﾑｼ類 

ﾊﾏｷﾑｼ類 

ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ 

ｷﾞﾝﾓﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 

ｶﾒﾑｼ類 

なし 

ｼﾝｸｲﾑｼ類 

ﾊﾏｷﾑｼ類 

ｶﾒﾑｼ類 

かき 

ｶｷﾉﾍﾀﾑｼｶﾞ 

ｶﾒﾑｼ類 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

ｶｷｸﾀﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 

茶 

ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ 

ﾁｬﾊﾏｷ 

ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ 

ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ 

ﾁｬﾉﾐﾄﾞﾘﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

200～400 

L/10a 

摘採21日前 

まで 

もも 
ﾓﾓﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 

ｶﾒﾑｼ類 

200～700 

L/10a 

収穫前日 

まで 
 

 

（４）20％シラフルオフェン・10％エチプロール水和剤 

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 

本剤の 

使用 

回数 

使用 

方法 

ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 

を含む農 

薬の総使 

用回数 

茶 

ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ 

ﾁｬﾉﾐﾄﾞﾘﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

2000倍 
200～400L 

/10a 

摘採7日 

前まで 
1回 散布 

2回 

以内 

 

３．作物残留試験 

（１）分析の概要 

①分析対象の化合物 

・シラフルオフェン 

 

②分析法の概要 

試料からアセトンで抽出し、n－ヘキサンに転溶後、フロリジルカラム又はグラファ

イトカーボンカラム、フロリジルカラム及びシリカゲルカラムで精製し、ガスクロマト

グラフ・質量分析計（GC-MS）又は高速液体クロマトグラフ（UV）で定量する。 



または、試料からアセトンで抽出し、多孔性ケイソウ土カラム及びフロリジルカラム

で精製した後、高速液体クロマトグラフ（UV）で定量する。 

定量限界：0.01～0.5ppm 

 

（２）作物残留試験結果 

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙 1を参照。 

 

４．魚介類への推定残留量 

本剤については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、農林水産省から魚

介類に関する個別の残留基準の設定について要請されている。このため、本剤の水産動植

物被害予測濃度注 1）及び生物濃縮係数（BCF：Bioconcentration Factor）から、以下のと

おり魚介類中の推定残留量を算出した。 

 

（１）水産動植物被害予測濃度 

本剤が水田及び水田以外のいずれの場合においても使用されることから、水田

PECtier2 注 2）及び非水田 PECtier1 注 3）を算出したところ、水田 PECtier2 は 0.080 ppb

非水田 PECtier1は 0.094 ppbとなったことから、非水田 PECtier1の 0.094 ppbを採用

した。 

 

（２）魚類濃縮性試験 
14C でフェノキシ基を標識した 14C-シラフルオフェン（0.001ppm）を用いた 28 日間の

取込期間及び 42日間の排泄期間を設定したブルーギルの魚類濃縮性試験が実施された。
14C放射能濃度分析の結果から、総残留放射能（TRR）としての BCFは BCFss 注 4)＝816と

算出された。 

 

一方、合わせて実施された 3 日後及び 21 日後の可食部、非可食部及び魚体全体にお

ける代謝物の定性の結果、3日後の非可食部において、極性代謝物が 9％TRR未満認めら

れた以外は、いずれもシラフルオフェンであった。 

 

本魚類濃縮性試験から、シラフルオフェンの BCFは BCFss＝816と算出した。 

 

（３）推定残留量 

(1)及び(2)の結果から、シラフルオフェンの水産動植物被害予測濃度：0.094 ppb、

BCF：816とし、下記のとおり推定残留量が算出された。 

 

推定残留量＝ 0.094 ppb ×（ 816 × 5 ）＝ 383.52 ppb ＝ 0.38352 ppm 

 

 



注 1）農薬取締法第 3条第 1 項第 6号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準設定にお

ける規定に準拠 

注 2）水田中や河川中での農薬の分解や土壌・底質への吸着、止水期間等を考慮して算出したもの。 

注 3）既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出したもの。 

注 4） BCFss: 定常状態における被験物質の魚体中濃度と水中濃度の比で求められた BCF。 

 （参考）：平成 19年度厚生労働科学研究費補助金食品の安心・安全確保推進研究事業「食品中に残留する農

薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留基準設定法」報告

書 

 

５. 畜産物への推定残留量  

本剤については、飼料として給与した作物を通じ家畜の筋肉等への移行が想定されるこ

とから、農林水産省から畜産物に関する個別の残留基準の設定について要請されている。

このため、飼料の最大給与割合等から算出した飼料中の残留農薬濃度と動物飼養試験の結

果を用い、以下のとおり畜産物中の推定残留量を算出した。 

 

（１）飼料中の残留農薬濃度  

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和51年農林省令第35号）に定める

飼料一般の成分規格等と飼料の最大給与割合等から、飼料の摂取によって家畜が暴露さ

れうる飼料中の残留農薬濃度を算出した。  

成分規格等で定められている基準値上限まで飼料中に農薬が残留している場合を仮

定し、これに飼料の最大給与割合等を掛け合わせることにより飼料中の最大理論的飼料

由来負荷(MTDB) 注）を算出したところ、乳牛において9.10 ppm、肉牛において17.4 ppm、

産卵鶏において11.4 ppm、肉用鶏において7.03 ppm と推定された。 

 

注）最大理論的飼料由来負荷（Maximum Theoretical Dietary Burden：MTDB）: 飼料として用いられる全

ての飼料品目に残留基準まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって畜産動物が暴露され

うる最大量。飼料中残留濃度として表示される。  

（参考：Residue Chemistry Test Guidelines OPPTS 860.1480 Meat/Milk/Poultry/Eggs） 

 

（２）動物飼養試験(家畜残留試験）  

① 乳牛における残留試験  

乳牛に対して、シラフルオフェンが2.7、11.4及び22.9 ppm 含有する飼料を28日間

にわたり摂食させ、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓に含まれるシラフルオフェン含量を測

定した。（定量限界：筋肉:0.05 ppm、脂肪：0.05 ppm、肝臓：0.05 ppm、腎臓：0.01 

ppm)  

また、乳については、1、3、7、10、14、18、21、24及び27日後に搾乳したものを測

定した（定量限界：0.05 ppm）。結果については表1を参照。 

 



表 1．乳牛の組織中の最大残留量(ppm) 

 2.7 ppm 投与群 11.4 ppm投与群 22.9 ppm投与群 

筋肉 
0.24(最大) 

0.15(平均) 

0.40(最大) 

0.33(平均) 

1.02(最大) 

0.63(平均) 

脂肪 
2.50(最大) 

1.14(平均) 

5.24(最大) 

3.90(平均) 

11.2(最大) 

8.89(平均) 

肝臓 
0.22(最大) 

0.13(平均) 

0.86(最大) 

0.63 (平均) 

0.84(最大) 

0.63(平均) 

腎臓 
0.10(最大) 

0.05(平均) 

0.46(最大) 

0.29(平均) 

0.35(最大) 

0.23(平均) 

乳(平均) 0.58 1.13 1.713 

 

② 産卵鶏における残留試験  

産卵鶏に対して、シラフルオフェンが1、3及び10 ppm 含有する飼料を28日間にわた

り摂食させ、筋肉、腎臓、肝臓及び脂肪に含まれるシラフルオフェン含量を測定した。

（定量限界：筋肉:0.005 ppm、脂肪：0.005 ppm、肝臓：0.005 ppm、腎臓：0.005 ppm） 

また、鶏卵については、1、3、5、7、14、21及び28日後に採卵を行った（定量限界：

0.005 ppm）。結果については表2を参照。 

 
表 2．産卵鶏の組織中の最大残留量(ppm) 

 1 ppm投与群 3 ppm投与群 10 ppm投与群 

筋肉 
0.006(最大) 

0.0056(平均) 

0.028(最大) 

0.023(平均) 

0.076(最大) 

0.067(平均) 

脂肪 
0.073(最大) 

0.070(平均) 

0.284(最大) 

0.247(平均) 

0.718(最大) 

0.664(平均) 

肝臓 
0.065(最大) 

0.049(平均) 

0.124(最大) 

0.100(平均) 

0.195(最大) 

0.172(平均) 

腎臓 
0.0054(最大) 

0.00513(平均) 

0.153(最大) 

0.013(平均) 

0.067(最大) 

0.058(平均) 

鶏卵 
0.086(最大) 

0.030(平均) 

0.219(最大) 

0.107(平均) 

0.640(最大) 

0.347(平均) 

 
（３）推定残留量  

乳牛及び鶏について、MTDBと各試験における投与量から、畜産物中の推定残留量（最

大値）を算出した。結果については、表 3-1及び 3-2を参照。 

 

 

 



表 3-1．畜産物中の推定残留量；乳牛（ppm） 

 
筋肉 脂肪 肝臓 腎臓 乳 

乳牛 0.36 4.52 0.69 0.36 0.98 

肉牛 0.72 8.35 0.85 0.40 
 

最大値 0.72 8.35 0.85 0.40 0.98 

 

表 3-2．畜産物中の推定残留量；産卵鶏（ppm） 

 
筋肉 脂肪 肝臓 腎臓 卵 

採卵鶏 0.087 0.82 0.22 0.076 0.73 

肉用鶏 0.057 0.55 0.17 0.10 
 

最大値 0.087 0.82 0.22 0.10 0.73 

 

６．ADIの評価 

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、食品安全委

員会あて意見を求めたシラフルオフェンに係る食品健康影響評価について、以下のとおり

評価されている。 
 

   無毒性量：11.0 mg/kg 体重/day 

             (動物種)  イヌ 

         (投与方法)  混餌 

         (試験の種類) 慢性毒性試験② 

      (期間)  1年間 

   安全係数：100 

   ADI：0.11 mg/kg 体重/day 

 

注）イヌを用いた慢性毒性試験は以下のとおり行われている。 

試験①：ビーグル犬を用いて、0、320、1,600、8,000ppmを投与。 

試験②：ビーグル犬を用いて、0、60、160、1,600ppmを投与。 

 

７．諸外国における使用状況 

JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。  

米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージーランドについて調査し

た結果、いずれの国及び地域においても基準値が設定されていない。 

  

８．基準値案 

（１）残留の規制対象 

シラフルオフェンとする。 

 



なお、食品安全委員会による食品健康影響評価においても、農産物、畜産物及び魚介

類中の暴露評価対象物質としてシラフルオフェン（親化合物のみ）を設定している。 

 

（２）基準値案 

別紙 2のとおりである。 

 

（３）暴露評価 

各食品について基準値案の上限までシラフルオフェンが残留していると仮定した場

合、国民栄養調査結果に基づき試算される、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大1日

摂取量(TMDI)）のADIに対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。 

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全く

ないとの仮定の下に行った。 

 

 TMDI／ADI（％）注) 

国民平均 24.8 

幼小児（1～6歳） 62.0 

妊婦 25.4 

高齢者（65歳以上） 26.8 

注）TMDI 試算は、基準値案×各食品の平均摂取量の総和として計算している。 

 



(別紙１)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

水稲 圃場A:<0.02（3回、7日）(#)
注2)

（玄米） 圃場B:<0.02（3回、7日）(#)

水稲 圃場A:<0.02（3回、21日）(#)

（玄米） 圃場B:<0.02（3回、21日）(#)

水稲 14,19日 圃場A:0.06
注3）

（玄米） 14,21日 圃場B:0.02

水稲 圃場A:0.08（3回、7日）(#)

（玄米） 圃場B:0.06（3回、7日）(#)

水稲 圃場A:0.03（3回、14日）(#)

（玄米） 圃場B:0.02（3回、14日）(#)

水稲 圃場A:0.04（3回、7日）(#)

（玄米） 圃場B:0.03（3回、7日）(#)

水稲 圃場A:0.03（3回、7日）(#)

（玄米） 圃場B:0.02（3回、7日）(#)

水稲 27日 圃場A:<0.02（1回、27日）(#)

（玄米） 32日 圃場B:<0.02（1回、32日）(#)

水稲 27日 圃場A:<0.02（1回、27日）

（玄米） 32日 圃場B:<0.02（1回、32日）

圃場A:0.04（3回、14日）(#)

圃場B:0.04（3回、14日）(#)

圃場C:0.06（3回、14日）(#)

水稲 圃場A:0.03（3回、14日）(#)

（玄米） 圃場B:<0.02（3回、14日）(#)

水稲 圃場A:0.04（3回、14日）(#)

（玄米） 圃場B:0.08（3回、14日）(#)

水稲

（玄米）

水稲

（玄米）

水稲 40日 圃場A:<0.02（1回、40日）(#)

（玄米） 38日 圃場A:<0.02（1回、38日）(#)

水稲 40日 圃場A:<0.02（1回、40日）(#)

（玄米） 38日 圃場B:0.02（1回、38日）(#)

水稲 圃場A:<0.02

（玄米） 圃場B:<0.02

水稲 圃場A:0.02（1回、14日）(#)

（玄米） 圃場B:<0.02（1回、14日）(#)

水稲 圃場A:0.04（1回、14日）

（玄米） 圃場B:0.04（1回、14日）

茶 圃場A:26.6（2回、21日）(#)

（荒茶） 圃場B:9.00（2回、21日）(#)

茶 圃場A:0.08（2回、21日）(#)

（浸出液） 圃場B:0.04（2回、21日）(#)

茶 圃場A:56.6

（荒茶） 圃場B:42.9

茶 圃場A:<0.5

（浸出液） 圃場B:<0.5

かき 圃場A:0.72

（果実） 圃場B:0.30

かき 圃場A:1.13（2回、14日）(#)

（果実） 圃場B:0.50（2回、14日）(#)

2 20%水和剤
1000倍散布
300L/10a

2回

2 20%水和剤
1000倍散布
300L/10a

2回

20%水和剤
2000倍散布
400L/10a

2回2

2 19%乳剤
2000倍散布

120-150L/10a
1回

2 5%水和剤
4倍無人ヘリコプター散布

0.8L/10a
1回

2 19%乳剤
16倍無人ヘリコプター散布

0.8L/10a
2回

5%水和剤

2 19%乳剤
2000倍散布
150L/10a

1回

16倍空中散布
0.8L/10a

1回20%水和剤2

2
19%乳剤

+0.5%粉剤
500倍散布 25L/10a

+4kg/10a 散布
2+1回

2
19%乳剤

+0.5%粉剤
2000倍散布 150L/10a

+4kg/10a 散布
2+1回

2 19%乳剤
500倍散布
25L/10a

3回

2 19%乳剤
2000倍散布
150L/10a

3回

シラフルオフェン作物残留試験一覧表

農作物
試験

圃場数

試験条件
最大残留量

注1)
（ppm）

2 3回0.5%粉剤 4kg/10a 散布

3kg/10a 散布

2000倍散布
150L/10a

2回

3回2 1.0%粒剤

2 19%乳剤

7,10,14日

2000倍散布
150L/10a

1回

200ml／10a 空中散布 1回

14日

14日

21日

21日

16倍空中散布
0.8L/10a

1回

4kg/10a 散布
+500倍散布 25L/10a

1+2回

1+2回

20%水和剤

20%水和剤

14,21日

19%乳剤

2000倍散布
150L/10a

1回 圃場A:<0.02（1回、27日）(#)

2

1

1

2000倍散布
400L/10a

2回

20%水和剤
2000倍散布
500L/10a

2回

20%水和剤
1000倍散布
500L/10a

2回

20%水和剤2

2

2

7,14日

21,28日

7日

14,21日

7日

7日

水稲
（玄米）

3
0.5%粉剤
+19%乳剤

4kg/10a 散布
+2000倍散布 150L/10a

1+2回 14,21,28日

2

14,21,28日2
0.5%粉剤
+19%乳剤

14,21,28日2
20%水和剤
+19%乳剤

2000倍散布 100L/10a
+2000倍散布 150L/10a

27日 圃場A:<0.02（1回、27日）(#)

7,10,14日

27日

14,21,30,45日

14,21,30日



剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数
農作物

試験
圃場数

試験条件
最大残留量

注1)
（ppm）

なし 圃場A:0.20

（果実） 圃場B:0.14

なし 圃場A:0.42（2回、21日）(#)
注2)

（果実） 圃場B:0.26（2回、14日）(#)

りんご 圃場A:1.06

（果実） 圃場B:0.20（2回、21日）

みかん 圃場A:0.03（2回、21日）

（果肉） 圃場B:<0.02

みかん 圃場A:5.32（2回、21日）

（果皮） 圃場B:3.10（2回、30日）

なつみかん 14,21,29日 圃場A:<0.02

（果肉） 14,21,30日 圃場B:<0.02

なつみかん 14,21,29日 圃場A:1.54（2回、29日）

（果皮） 14,21,30日 圃場B:1.68（2回、30日）

なつみかん 14,21,29日 圃場A:0.52（2回、29日）

（果実全体） 14,21,30日 圃場B:0.56（2回、30日）

ゆず 圃場A:1.08

（果実全体） 圃場B:0.80

だいず 圃場A:<0.02（3回、7日）(#)

（乾燥子実） 圃場B:<0.02（3回、7日）(#)

だいず 圃場A:<0.02

（乾燥子実） 圃場B:<0.02

えだまめ 圃場A:0.51

（さや） 圃場B:0.56

かんしょ 圃場A:<0.02

（塊根） 圃場B:<0.02

じゅんさい

（葉）

じゅんさい

（葉）

もも 1,7,14,21日 圃場A:<0.02

（果肉） 1,7,13,20日 圃場B:<0.02

すだち

（果実全体）

2 20%水和剤 2回

20%水和剤
2000倍散布
500L/10a

2回

20%水和剤
1000倍散布
500L/10a

2回

20%水和剤
2000倍散布
700L/10a

2回

20%水和剤
2000倍散布
700L/10a

2回

2000倍散布
700L/10a

20%水和剤
2000倍散布
700L/10a

2回

20%水和剤
2000倍散布
700L/10a

2回

20%水和剤
2000倍散布

500,700L/10a

0.5%粉剤 4kg/10a 散布

2回

20%水和剤
2000倍散布
700L/10a

2回

2回20%水和剤

3回

19%乳剤
16倍無人ヘリコプター散布

0.8L/10a
2回

0.5%粉剤 4kg/10a 散布 3回

3回0.5%粉剤 4kg/10a 散布

2000倍散布
400,700L/10a

19%乳剤
2000倍散布
100L/10a

2回

2000倍散布
100L/10a

2回

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

19%乳剤

20%水和剤 2回
2000倍散布
500L/10a

1

14,21,30,45日

14,21,30日

14,21,30,45日

14,21,30日

14,21,30日

14,21,30日

7,14,21日

14,21日

7,14,21日

7,14,21日

注1）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大
使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留量。（参考：平成１０年８月７日付「残留農薬基準設定に
おける暴露評価の精密化に係る意見具申」）
　表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期
間が最短の場合にのみ最大残留量が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留量が得られた場合は、その使用回数及び経過日数に
ついて（　）内に記載した。

注2）(#)印で示した作物残留試験成績は、申請の範囲内で試験が行われていない。なお、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。

注4）今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。

1,3,7日 圃場A:<0.02

1,3,7日 圃場A:<0.02

14,28,42日 圃場A:0.58（2回、42日）

注3) 2回目の散布は雨間散布であったため、2日後に散布し直し3回となったものであることから、本来最大使用条件下として定められた2回の試験
成績の誤差範囲内とみなし、当該試験成績を残留基準値の検討を行う際の参考としている。



農薬名 シラフルオフェン （別紙２）

参考基準値
基準値 基準値 登録 国際 外国 作物残留試験成績等

食品名 案 現行 有無 基準 基準値
ppm ppm ppm ppm ppm

米（玄米をいう。） 0.3 0.3 ○ 0.06($),0.02

大豆 0.1 0.1 ○ <0.02,<0.02

かんしょ 0.1 0.1 ○ <0.02,<0.02

えだまめ 2 2 ○ 0.56,0.51

その他の野菜 0.1 0.1 ○ <0.02,<0.02（じゅんさい）

みかん 0.2 0.2 ○ 0.03($),<0.02

なつみかんの果実全体 3 3 ○
レモン 3 3 ○ （その他のかんきつ類果実参照）

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 3 3 ○ （その他のかんきつ類果実参照）

グレープフルーツ 3 3 ○ （その他のかんきつ類果実参照）

ライム 3 3 ○ （その他のかんきつ類果実参照）

その他のかんきつ類果実 3 3 ○ 1.08($),0.80(ゆず)

りんご 3 3 ○ 1.06($),0.20

日本なし 1 1 ○ 0.42(#),0.26(#)

西洋なし 1 1 ○ （日本なし参照）

もも 0.1 0.1 ○ <0.02,<0.02

かき 2 2 ○ 0.72,0.30

茶 80 35 申・○ 56.6($),42.9

その他のスパイス 10 10 ○ 5.32,3.10(みかんの果皮）

牛の筋肉 1 申 推：0.72

豚の筋肉 1 申 （牛の筋肉参照）

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 1 申 （牛の筋肉参照）

牛の脂肪 10 申 推：8.35

豚の脂肪 10 申 （牛の脂肪参照）

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 10 申 （牛の脂肪参照）

牛の肝臓 2 申 推：0.85牛 肝臓 申 推

豚の肝臓 2 申 （牛の肝臓参照）

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 2 申 （牛の肝臓参照）

牛の腎臓 1 申 推：0.40

豚の腎臓 1 申 （牛の腎臓参照）

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 1 申 （牛の腎臓参照）

牛の食用部分 2 申 （牛の肝臓参照）

豚の食用部分 2 申 （牛の肝臓参照）

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 2 申 （牛の肝臓参照）

乳 2 申 推：0.98

鶏の筋肉 0.1 申 推：0.087

その他の家きんの筋肉 0.1 申 （鶏の筋肉参照）

鶏の脂肪 1 申 推：0.82

その他の家きんの脂肪 1 申 （鶏の脂肪参照）

鶏の肝臓 0.5 申 推：0.22

その他の家きんの肝臓 0.5 申 （鶏の肝臓参照）

鶏の腎臓 0.1 申 推：0.10

その他の家きんの腎臓 0.1 申 （鶏の腎臓参照）

鶏の食用部分 0.5 申 （鶏の肝臓参照）

その他の家きんの食用部分 0.5 申 （鶏の肝臓参照）

鶏の卵 1 申 推：0.73

その他の家きんの卵 1 申 （鶏の卵参照）

魚介類 0.4 0.4 推：0.38

「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示している。
(#)これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。
($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。
「作物残留試験」欄に「推」の記載のあるものは、推定残留量であることを示している。



（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民平均
TMDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI
米（玄米をいう。） 0.3 55.5 29.3 41.9 56.6

大豆 0.1 5.6 3.4 4.6 5.9

かんしょ 0.1 1.6 1.8 1.4 1.7

えだまめ 2 0.2 0.2 0.2 0.2

その他の野菜 0.1 1.3 1.0 1.0 1.2
みかん 0.2 8.3 7.1 9.2 8.5
なつみかんの果実全体 3 0.3 0.3 0.3 0.3
レモン 3 0.9 0.6 0.9 0.9
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 3 1.2 1.8 2.4 0.6
グレープフルーツ 3 3.6 1.2 6.3 2.4
ライム 3 0.3 0.3 0.3 0.3
その他のかんきつ類果実 3 1.2 0.3 0.3 1.8

りんご 3 105.9 108.6 90.0 106.8
日本なし 1 5.1 4.4 5.3 5.1
西洋なし 1 0.10 0.10 0.10 0.10

もも 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0
かき 2 62.8 16.0 43.0 99.2

茶 80 240.0 112.0 280.0 344.0

その他のスパイス 10 1.0 1.0 1.0 1.0

陸棲哺乳類の肉類 10 575.0 329.0 605.0 575.0
陸棲哺乳類の乳類 2 285.4 394.0 366.2 285.4
家禽の肉類 1 20.2 18.5 16.2 20.2
家禽の卵類 1 40.2 29.3 40.2 40.2
魚介類 0.4 37.6 17.1 37.6 37.6

計 1453.4 1077.3 1553.7 1595.1
ADI比（％） 24.8 62.0 25.4 26.8

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)

シラフルオフェン推定摂取量 （単位：μg／人／day)

高齢者については畜水産物の摂取量データがないため、妊婦については家きんの卵類及び水産物の
摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。



(参考） 

これまでの経緯 

 

平成 ７年 ４月２６日 初回農薬登録 

平成１７年１１月２９日 残留農薬基準告示 

平成１９年１０月 １日 農林水産省より厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：もも）並びに魚介類に係る基準値設定依

頼 

平成１９年１０月１２日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成２０年 １月１７日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成２０年１１月２７日 残留農薬基準告示 

 

平成２３年 ２月 ７日 農林水産省より厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：茶）並びに畜産物に係る基準値設定依頼 

平成２３年 ３月２２日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成２４年 ２月 ９日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成２４年 ６月１３日 薬事・食品衛生審議会への諮問 

平成２４年 ６月２２日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 
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